






ホワイトニング、口臭ケア等、専門機関しかできなかった
ケアをセルフで低価格で行う、日本では珍しい
[ 現役歯科医監修セルフ美容デンタルサロン ]

















































































11．契約期間中・契約終了後、当該特定連鎖化事業について知り得た情報の開示を禁止又は制限する規定の有無及びその内容

・副業プチFC会員は、契約終了後3年 間は当社が副業プチFC会員に開示した一切の情報（※）を第三者に開示せず、秘匿する義務を負うものとします。
（※文書、磁気記憶装置その他の電子媒体、もしくは口頭であるかを問わない。顧客の氏名及び生年月日等個人情報の保護に関する法律第2条1項に
おいて定義される個 人情報、体型デー タ、住所、電話番号、メ ールアドレス、IPアドレス、Cookie情報、情報通信端末に関する情報等、その他甲の顧客
を識別し得る一切の情報を含む。）
・弁護士、公認会計士、税理士等法律上当然に守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示する必要性が生じた場合は、前項の限りではございません。

12．副業プチFC会員から定期的に徴収する金銭に関する事項月会費として毎月32,780円／税込をクレジット決済で引き落としさせ ていただきま
す。その対価として126,310円相当の消耗品商材を、毎月配送いたします ※追加オプションは別途請求になります。

13．副業プチFC会員から定期的に売上金の全部又は一部を送金させる場合はその時期及び方法 基本はクレジット決済となります（銀行振り込みの
場合は要相談となります。なお振込手数料は副業プチFC会員者負担となります）

14．副業プチFC会員に対する金銭の貸付け又は貸付の斡旋を行う場合は、 それに係る利率又は算定方法及びその他の条件副業プチFC会員に対
する金銭の貸付又は貸付の斡旋行為を行っていない為、定め ておりません。

15．副業プチFC会員との一定期間の取引より生ずる債権債務の相殺によって発生する残額の全部又は一部に対して 利率を附する場合は、利息に
係る利率又は算定方法その他の条件
特に利率などは設定しておりません。

16．副業プチFC会員に対する特別義務店舗構造又は内外装について副業プチFC会員に特別の義務を課すときは、その内容副業プチFC会員に一任
しておりますので、特にございません。

17．契約に違反した場合に生じる金銭の支払いその他義務の内容・当事者の一方が契約に定められた義務に違反した場合、もう一方は何らかの通知
をすることなく、解約することができるものとします。·次の場合、当事者の一方は他方に対し催告を要しないで契約を解除することができる。
(1)不渡手形を出し、その他支払を停止したとき。
(2)仮差押、仮処分、差押等の強制執行を受けたとき。
(3)破産、民事再生手続、会社整理、会社更生手続開始の申立があったとき。
(4)副業プチFC会員が契約に基づく債務の支払を怠ったとき。
(5)副業プチFC会員が本部またはフランチャイズ、デンタルラボ商品について名誉・信用を毀損する行為をしたとき。
(6)セルフ ではなく副業プチFC会員または副業プチFC会員の会社に所属する人間がお客様を施術したとき。（医療行為に該当するため即刻解約となります）
(7)法令を違反したり、当社との信頼関係を破壊するような行為があったとき。
(8)その他本部に対し背信、不信行為を行ったとき。
・契約解除によって損害が発生した場合は、一方は他方（違反者）に対し賠償請求することができるものとします。

44 



ービスを含む）
18．副業プチFC会員登録に際し徴収する金銭に関する事項
初期セット費327,800円(税込)＋翌月から月会費32,780円(税込)(126,310円相当の消耗品代配送サ

19．副業プチFC会員に対する商品の販売条件に関する事項
ホワイトニング1回15分5,000円の価格で販売／LED口臭ケア1回15分5,000円の価格で販売する事を推奨します。

20． 経営の指導に関する事項
・経営に関するお問い合わせに関してはフリ ー ダイヤル0120-704618（なんと白い歯！）までお願いします。
・研修に関しては、327,800円(税込)の初期セット費の中に1回分の1Day研修が盛り込まれております。それ以外に研修を受けられたい場合は1回
55,000円／税込の追加オプションで受けられます。

21．使用される商標、商号その他の表示
ロゴの使用は、本部の許可があれば使用可能です。

22．契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項
(1)契約の期間
契約期間は契約締結日より最低2年となります。
2年以内に解約される場合（入会金220,000円(税込)→0円キャンペーンで契約されていた副業プチFC会員の場合）加盟金事務手数料
220,000円(税込)の違約金が発生します。

(2)更新の条件及び手続き本部、副業プチFC会員のいずれかにより、契約期間満了の3ヶ月前までに書面にて更新しない旨の
意思表示がない場合は1年間更新され、その後期間満了の都度この例によります。
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